
　

(2)今後の方向性

所得が低いひとり親家庭等の生活の安定のため必要な制度である。一方で、
手当受給者に対し就労による自立を促す側面も制度に盛込まれていることか
ら、母子・父子自立支援員と連携し、就労支援を働きかけて、所得を増加さ
せ、手当額の減少へと導いていく。

毎年８月に対象者と面談により更新の手続きが行われるが、その会場のレイアウトを変
更し、待っている方が快適に過ごせるように見直した。

(1)平成27年度中に改善した点（改善内容・その結果について記載してください） (2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析

実績値は年々減少しており、就労による所得増加や養育費の受取りにより、
手当額の減少は続いており、目標値に近づいている。

(1)平成２８年度に取り組んでいる状況
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理由 今まで受給者数が微増していたが、平成２７年度は微減に転じたため。拡大 縮小
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理由
所得の低いひとり親家庭等の生活の安定のために必要な制度であるため。
今後も事務の改善や効率化を模索していく。現状

維持
その
他
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価

評
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後
の

方
向
性

事業実施方法
(複数選択可）

継続

平成２８年４月の手当額の改正や、平成２８年８月１日に施行された児童扶養手当法の
一部改正による、第２子・第３子の加算額の見直しに伴い、システム改修や手当資格者
への周知等、事務の適正執行に努める。

35

実 績 41 39

手当額全部支給者数÷手当受給資格者
数×１００

目標達成状況 ％ 達成率 85 90

　 項目名 項目説明

成果指標
受給資格者全体に対し、全
部支給となっている受給資
格者数の割合

どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています

 
 
⑥
成
果
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⑤
実
績

項目名 項目説明

活動実績

全部又は一部支給から全部
停止となった受給者数

受給者本人の所得が増えたことで手当の支給区分が一部支給又は
全部停止へと変動した人数をとらえ、ひとり親家庭の自立促進の成
果をみる。

全部支給から一部支給と
なった受給者数
年度末における全部支給者
数

242

人 1,053 950

人

事業費合計

正規職員人件費

人）

1.26人 10,988

（千円） 年度 （千円）

977,590

981,905 961,693

（千円） 平成 28

1.00

1,017,771

（ 0.21

27 年度平成≪会計種別≫ 一般会計

国・県支出金

992,893

一般財源

平成 26 年度

（

その他（　　　　　　　　　　） ）

2,551

972,345

人） （

1.23人 10,652

1,017,804

（非常勤特別職員）　　　　（臨時的任用職員）

手当受給要件該当者数 平成

0.15

③
事
　
業
　
の
　
内
　
容

母子及び父子家庭等の生活の安定と自立の促進を通じて、児童の健全育成を図ることを目的とする。

予算現額

27 人

人

事業の具体的な内容及び実施方法

平成 26年度対象（誰を、何を対象としているのか）

対象数
年度

単位

所沢市子ども・子育て支援事業計画、所沢市ひとり親家庭等自立支援計画

昭和３４年に制定された国民年金法の中に母子福祉年金制度が設けられた。これは死別母子世帯のみで、離婚した母子世帯は対象ではなかっ
た。しかし、死別母子世帯に対し社会保障の措置を講じ、生別母子世帯にその措置を講じないのは公平を失するとの意見が起こり、昭和３７年１
月に児童扶養手当法が施行された。平成１４年８月より県より委任され市が実施している。平成２２年８月からは父子家庭が対象となり、また平成
２６年１２月からは公的年金受給者へも申請要件が拡大された。

総合計画の体系 章 健康・福祉 子育て家庭の支援の充実

2,451

→

事業の種別

子ども支援節

自治事務 法定受託事務

事業開始の背景

分野別計画・指針

終了年度 年度

こども支援課

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 支援担当

ひとり親家庭等の医療費助成事業

□ ■ □

年度

法定受託＋附加

事業コード
児童扶養手当支給事業

平成 28年度事務事業評価表（一般用）　　　　　

070209

①事務事業名
担
当
部
課

②
事
　
業
　
の
　
概
　
要

関連・類似事業
児童扶養手当法

部課コード 070200 ℡ 2998-9124

根拠法令

目的（どのような効果を目指して実施しているのか、具体的に）

決　　　算　（見込み含む）

人）人） （ 1.00

平成28年度のみ、当初予算
の内訳となっています。

・支給対象者：父又は母がいない家庭や父又は母が一定の障害にある家庭の児童を監護している父または母、またはそれらに代わり児童を養育している人。
・支給額：４２，０００円～９，９１０円（所得額に応じて変動）。第２子は月額５，０００円を加算、第３子以降は月額３，０００円を加算する。
・対象児童：満１８歳に到達した年度末まで支給。
・支給月：１２月、４月、８月の定期支払月で支払月の前月までの４ヶ月分を支給。

基本
方針

651,727

0 0 0

325,863318,807

653,538

327,045

665,848

27 H28見込み 将来目標単位 Ｈ 26 Ｈ

150

H28目標値

31 125

Ｈ 26 Ｈ 27

300 400

800 600

35

単位

％

人

目標値 35

将来目標

35

「実績」
縮小図る

開始年度 昭和　　36

④
経
　
費

財
源
内
訳

※「財源内訳」について

↑どちらかを
チェックしてください

「実績」
拡大図る
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